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�愛媛県告示第１９１３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労政課並びに新

居浜市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１９年１２月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

スーパードラッグコスモス喜光地店

新居浜市喜光地町二丁目２０２７番１

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

安� 嘉宏

松山市南吉田町１１１７番地

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社コスモス薬品

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号

代表取締役 宇野 正晃

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成２０年８月４日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，２４５平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

４６台

イ 駐輪場の収容台数

３６台

ウ 荷さばき施設の面積

５０平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

８．１３立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前１０時

閉店時刻 午後９時３０分

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前９時３０分から

午後１０時まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成１９年１２月３日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部

商工労政課並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧

に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１９１４号
海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第３条第１項の規定により海岸保全区域を指定したので、海岸保全区域の指定（昭和３３年３月愛媛県告

示第２７６号）の一部を次のように改正する。

平成１９年１２月２５日

発 行 愛 媛 県
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愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

番号
海岸

名

市町

村

管理

者
延長 区 域 番号

海岸

名

市町

村

管理

者
延長 区 域

１

～

１８１

省略

１

～

１８１

省略

１８２ 省略

深浦

垣内

地区

海岸

愛南

町

愛南

町長

（３，

０１０

メー

ト

ル）

省略

基点１から基点１５までを順次

結んだ線並びに基点１５、補助点

１４、補助点１３、補助点１２、補助

点１１、補助点１０、補助点９、補

助点８、補助点７、補助点６、

補助点５、補助点４、補助点３、

補助点２、補助点１及び基点１

を順次結んだ線により囲まれた

区域

基点及び補助点の表示（角度

の表示は、真北）

基点１は、南宇和郡愛南町深

浦１９２９番３の標柱（Ｘ座標

－５，９９７．１６６、Ｙ座標－８５，２５２．１６

２）

基点２は、基点１から４２度３０分

２８２メートルの地点

基点３は、基点２から３４３度００

分１４２メートルの地点

基点４は、基点３から７９度００

分１０６メートルの地点

基点５は、基点４から１４３度００

分７７メートルの地点

基点６は、基点５から５９度３０分

１４６メートルの地点

基点７は、基点６から８８度００分

１６３メートルの地点

基点８は、基点７から１１７度００

分７１メートルの地点

基点９は、基点８から９０度３０分

２４４メートルの地点

基点１０は、基点９から１１６度００

分１２４メートルの地点

基点１１は、基点１０から２６度００分

２８４メートルの地点

基点１２は、基点１１から７７度００分

１８２ 省略

海岸

深浦

垣内

地区

海岸

城辺

町

城辺

町長

（３，

０８０

メー

ト

ル）

省略

１ 南宇和郡城辺町字深浦６５７番

地の１と６５７番地の３の境界海岸

標柱

２ １点より５５度３０分測線上８９メ

ートルの点

３ ２ 〃 ３０度 〃 ３３ 〃

４ ３ 〃 ５３度 〃 １６０ 〃

５ ４ 〃 ２５度３０分 〃 ２８

〃

６ ５ 〃 ３４１度 〃 １０７ 〃

７ ６ 〃 ８度 〃 ５２ 〃

８ ７ 〃 ６３度 〃 ４５ 〃

９ ８ 〃 １１５度 〃 ５２ 〃

１０ ９ 〃 １５７度 〃 ３４ 〃

１１ １０ 〃 １０８度 〃 ４２ 〃

１２ １１ 〃 ７７度 〃 ３０ 〃

１３ １２ 〃 ５５度３０分 〃 １１２

〃

１４ １３ 〃 ７０度３０分 〃 ４０

〃

１５ １４ 〃 ９６度 〃 ９７ 〃

１６ １５ 〃 １０９度 〃 ７７ 〃

１７ １６ 〃 ８０度 〃 ３５ 〃

１８ １７ 〃 ８７度 〃 １６０ 〃

１９ １８ 〃 ９９度 〃 ５７ 〃

２０ １９ 〃 １１４度３０分 〃 １２

０〃

２１ ２０ 〃 １５度 〃 ８２ 〃

２２ ２１ 〃 ２６度３０分 〃 ６０

〃

２３ ２２ 〃 ４２度３０分 〃 ５３

〃

２４ ２３ 〃 ３４度 〃 ５０ 〃

２５ ２４ 〃 ５８度 〃 ２５ 〃

南宇和郡城辺町字深浦６５７番地の１

と６５７番地の３の境界海岸標柱

愛 媛 県 報平成１９年１２月２５日 第１９２５号

１３６４
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�愛媛県告示第１９１５号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通

知があった。

平成１９年１２月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 基本測量（基盤地図情報作成作業）

２ 作業期間 平成１９年１２月２５日から

平成２０年３月２４日まで

３ 作業地域 松山市

省略

１３２メートルの地点

基点１３は、基点１２から１０５度３０

分１７０メートルの地点

基点１４は、基点１３から８２度００分

３５８メートルの地点

基点１５は、基点１４から１７２度００

分８メートルの地点

補助点１４は、基点１５から７４度００

分１３メートルの地点

補助点１３は、基点１５から１８６度３０

分３８メートルの地点

補助点１２は、基点１３から２０６度００

分４１メートルの地点

補助点１１は、基点１２から１６４度００

分１５５メートルの地点

補助点１０は、基点１１から１２０度００

分１０７メートルの地点

補助点９は、基点１０から１６６度３０

分７５メートルの地点

補助点８は、基点９から１９３度００

分５０メートルの地点

補助点７は、基点８から１２０度００

分９０メートルの地点

補助点６は、基点７から１６６度３０

分１５５メートルの地点

補助点５は、基点６から１５６度００

分１７３メートルの地点

補助点４は、基点５から１５５度００

分１８４メートルの地点

補助点３は、基点２から１７７度３０

分９１メートルの地点

補助点２は、基点１から１８０度００

分５３メートルの地点

補助点１は、基点１から２４８度００

分２４メートルの地点

省略

１’１点より１６６度測線上５０メー

トルの点

５’５ 〃 ９４度 〃 ３０ 〃

７’７ 〃 １３７度 〃 ２０ 〃

９’９ 〃 １８０度 〃 ３０ 〃

１２’１２ 〃 ２００度 〃 ３０ 〃

１４’１４ 〃 １５０度 〃 ３０ 〃

１７’１７ 〃 １９５度 〃 ２５ 〃

１８’１８ 〃 １８０度 〃 ２５ 〃

１９’１９ 〃 １６５度 〃 ２０ 〃

２０’２０ 〃 １８０度 〃 ４０ 〃

２１’２１ 〃 １１０度 〃 ３０ 〃

２５’２５ 〃 １２０度 〃 １５ 〃

以上１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

２３ ２４ ２５ ２５’２１’２０’１９’

１８’１７’１４’１２’９’７’５’１’

の各点を結ぶ線により囲まれた区

域

１８３ 省略 １８３ 省略

�愛媛県告示第１９１６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１９年１２月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛 媛 県 報平成１９年１２月２５日 第１９２５号

１３６５



教育委員会規則

�������
�愛媛県告示第１９１７号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１９年１２月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

四国中央市下柏町字神ノ木８９１番１、８９１番２及び８９７番１

２ 申請人の住所氏名

四国中央市妻鳥町１２１０番地の１

カジワラホーム株式会社 代表取締役 梶原 久夫

３ 図面省略

�愛媛県教育委員会規則第１４号
愛媛県県立学校教職員設置規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１９年１２月２５日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県県立学校教職員設置規則等の一部を改正する規則

（愛媛県県立学校教職員設置規則の一部改正）

第１条 愛媛県県立学校教職員設置規則（昭和３１年愛媛県教育委員会規則第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第３条 校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、助教諭、

講師、養護助教諭、実習助手、技術職員及び寄宿舎指導員は、それ

ぞれ学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第６２条、第７０条及び第８２

条 において準用する同法第３７条第３項から第１２項までに規定す

る職務並びに第６０条第３項及び第５項並びに第７９条第２項 に

規定する職務に従事する。

２～５ 省略

第３条 校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、助教諭、

講師、養護助教諭、実習助手、技術職員及び寄宿舎指導員は、それ

ぞれ学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第５１条、第５１条の９及び第

７６条において準用する同法第２８条第３項から第１２項までに規定す

る職務並びに第５０条第３項及び第５項並びに第７３条の３第２項に

規定する職務に従事する。

２～５ 省略

（学校教育法施行細則の一部改正）

第２条 学校教育法施行細則（昭和３１年愛媛県教育委員会規則第２０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（委託事務の手続）

第２４条 法第４０条の規定によつて、児童の教育事務を委託するとき

は、委託する市町教育委員会が次の事項を具し、県委員会に届け

出なければならない。

�～� 省略

２ 省略

（委託事務の手続）

第２４条 法第３１条の規定によつて、児童の教育事務を委託するとき

は、委託する市町教育委員会が次の事項を具し、県委員会に届け

出なければならない。

�～� 省略

２ 省略

（愛媛県県立学校管理規則の一部改正）

第３条 愛媛県県立学校管理規則（昭和３１年愛媛県教育委員会規則第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１９松局建（開）第５０号

平成１９年１２月１２日
東温市西岡字上利甲１２８２番２３

東温市西岡１２８５番地２

（自衛隊官舎２棟４０３号）

妹 尾 透

愛 媛 県 報平成１９年１２月２５日 第１９２５号

１３６６



人事委員会規則

改 正 後 改 正 前

（校長の職務）

第２０条 校長は、学校教育法第３７条第３項の規定に基づき、学校経営

の責任者として次の事項を定めなければならない。

�～� 省略

２ 省略

（高等学校の入学及び編入学）

第４２条 高等学校に入学することのできる者は、学校教育法第５７条及

び施行規則第６３条に定める者でなければならない。

２・３ 省略

（校長の職務）

第２０条 校長は、学校教育法第２８条第３項の規定に基づき、学校経営

の責任者として次の事項を定めなければならない。

�～� 省略

２ 省略

（高等学校の入学及び編入学）

第４２条 高等学校に入学することのできる者は、学校教育法第４７条及

び施行規則第６３条に定める者でなければならない。

２・３ 省略

（技能教育施設の指定の申請手続等に関する規則の一部改正）

第４条 技能教育施設の指定の申請手続等に関する規則（平成３年愛媛県教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（技能教育施設の指定の申請手続）

第２条 政令第３２条の規定による指定を受けようとする技能教育施

設の設置者は、技能教育施設指定申請書（様式第１号）に次に掲げ

る書類を添えて、愛媛県教育委員会（以下「教育委員会」という。）

に提出しなければならない。

�～� 省略

� 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第５５条第１項 の規定に

よる技能教育施設における学習を高等学校の教科の一部の履修

とみなす措置をとろうとする高等学校の名称及び所在地並びに

課程及び学科の名称を記載した書類、学校長の承諾書並びに教育

課程を記載した書類

（技能教育施設の指定の申請手続）

第２条 政令第３２条の規定による指定を受けようとする技能教育施

設の設置者は、技能教育施設指定申請書（様式第１号）に次に掲げ

る書類を添えて、愛媛県教育委員会（以下「教育委員会」という。）

に提出しなければならない。

�～� 省略

� 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第４５条の２第１項の規定に

よる技能教育施設における学習を高等学校の教科の一部の履修

とみなす措置をとろうとする高等学校の名称及び所在地並びに

課程及び学科の名称を記載した書類、学校長の承諾書並びに教育

課程を記載した書類

附 則

この規則は、平成１９年１２月２６日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１０５１
職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１９年１２月２５日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－４３）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第３３（第２２条関係）

昇 格 時 号 給 対 応 表

１ 行政職給料表昇格時号給対応表

別表第３３（第２２条関係）

昇 格 時 号 給 対 応 表

１ 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日

の前日に受

けていた号

給

昇格後の号給 昇格した日

の前日に受

けていた号

給

昇格後の号給

２

級

３

級

４

級

５

級

６

級

７

級

８

級

９

級

２

級

３

級

４

級

５

級

６

級

７

級

８

級

９

級

１～７４ 省略 １～７４ 省略
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７５ ３３ 省略 ７５ ３４ 省略

７６ 省略 ７６ 省略

７７ ３４ 省略 ７７ ３５ 省略

７８ ３４ 省略 ７８ ３５ 省略

７９ ３５ 省略 ７９ ３６ 省略

８０ ３５ 省略 ８０ ３６ 省略

８１ ３５ 省略 ８１ ３７ 省略

８２ ３６ 省略 ８２ ３７ 省略

８３ ３６ 省略 ８３ ３８ 省略

８４ ３６ 省略 ８４ ３８ 省略

８５ ３７ 省略 ８５ ３９ 省略

８６ ３７ 省略 ８６ ３９ 省略

８７ ３８ 省略 ８７ ４０ 省略

８８ ３８ 省略 ８８ ４０ 省略

８９ ３９ 省略 ８９ ４１ 省略

９０ ３９ 省略 ９０ ４１ 省略

９１ ４０ 省略 ９１ ４２ 省略

９２ ４０ 省略 ９２ ４２ 省略

９３ ４１ 省略 ９３ ４３ 省略

９４～１２５ 省略 ９４～１２５ 省略

２ 省略

３ 研究職給料表昇格時号給対応表

２ 省略

３ 研究職給料表昇格時号給対応表

昇格した日

の前日に受

けていた号

給

昇格後の号給 昇格した日

の前日に受

けていた号

給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ５級 ２級 ３級 ４級 ５級

１～５７ 省略 １～５７ 省略

５８ ２９ 省略 ５８ ３０ 省略

５９ ３０ 省略 ５９ ３１ 省略

６０ ３０ 省略 ６０ ３２ 省略

６１ ３１ 省略 ６１ ３３ 省略

６２ ３１ 省略 ６２ ３３ 省略

６３ ３２ 省略 ６３ ３４ 省略

６４ ３２ 省略 ６４ ３４ 省略

６５ ３３ 省略 ６５ ３５ 省略

６６ ３３ 省略 ６６ ３５ 省略

６７ ３４ 省略 ６７ ３６ 省略

６８ ３４ 省略 ６８ ３６ 省略

６９ ３５ 省略 ６９ ３７ 省略

７０ ３５ 省略 ７０ ３７ 省略

７１ ３６ 省略 ７１ ３８ 省略

７２ ３６ 省略 ７２ ３８ 省略

７３ ３７ 省略 ７３ ３９ 省略

７４ ３８ 省略 ７４ ３９ 省略
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７５ ３９ 省略 ７５ ４０ 省略

７６～８５ 省略 ７６～８５ 省略

８６ ４５ 省略 ８６ ４６ 省略

８７ ４６ 省略 ８７ ４７ 省略

８８ ４６ 省略 ８８ ４８ 省略

８９ ４７ 省略 ８９ ４９ 省略

９０ ４７ 省略 ９０ ４９ 省略

９１ ４８ 省略 ９１ ５０ 省略

９２ ４８ 省略 ９２ ５０ 省略

９３ ４９ 省略 ９３ ５１ 省略

９４ ５０ 省略 ９４ ５１ 省略

９５ ５１ 省略 ９５ ５２ 省略

９６～１２１ 省略 ９６～１２１ 省略

４ 省略

５ 医療職給料表（二）昇格時号給対応表

４ 省略

５ 医療職給料表（二）昇格時号給対応表

昇格した日の

前日に受けて

いた号給

昇格後の号給 昇格した日の

前日に受けて

いた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１～７０ 省略 １～７０ 省略

７１ ４１ 省略 ７１ ４２ 省略

７２ 省略 ７２ 省略

７３ ４２ 省略 ７３ ４３ 省略

７４ ４２ 省略 ７４ ４３ 省略

７５ ４３ 省略 ７５ ４４ 省略

７６ ４３ 省略 ７６ ４４ 省略

７７ ４３ 省略 ７７ ４５ 省略

７８ ４４ 省略 ７８ ４５ 省略

７９ ４４ 省略 ７９ ４５ 省略

８０ ４４ 省略 ８０ ４６ 省略

８１ ４５ 省略 ８１ ４６ 省略

８２ ４５ 省略 ８２ ４６ 省略

８３ ４６ 省略 ８３ ４７ 省略

８４ ４６ 省略 ８４ ４７ 省略

８５～１１３ 省略 ８５～１１３ 省略

６・７ 省略

８ 高等学校等教育職員給料表昇格時号給対応表

６・７ 省略

８ 高等学校等教育職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日

の前日に受

けていた号

給

昇格後の号給 昇格した日

の前日に受

けていた号

給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ２級 ３級 ４級

１～４９ 省略 １～４９ 省略

５０ ２９ 省略 ５０ ３０ 省略

５１ ３０ 省略 ５１ ３１ 省略

５２ ３０ 省略 ５２ ３２ 省略

５３ ３１ 省略 ５３ ３３ 省略
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第１０４号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第９９条第１項の規定による解職

の請求の要件となるべき選挙権を有する者の数は、次のとおりであ

る。

平成１９年１２月２５日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

１ 選挙権を有する者の総数 １８，２３１

２ 選挙権を有する者の総数の３分の１の数 ６，０７７

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第３３の規定は、平成１９年４月１日から適用する。

５４ ３１ 省略 ５４ ３３ 省略

５５ ３２ 省略 ５５ ３４ 省略

５６ ３２ 省略 ５６ ３４ 省略

５７ ３３ 省略 ５７ ３５ 省略

５８ ３４ 省略 ５８ ３５ 省略

５９ ３５ 省略 ５９ ３６ 省略

６０～６９ 省略 ６０～６９ 省略

７０ ４１ 省略 ７０ ４２ 省略

７１ ４２ 省略 ７１ ４３ 省略

７２ ４２ 省略 ７２ ４４ 省略

７３ ４３ 省略 ７３ ４５ 省略

７４ ４３ 省略 ７４ ４５ 省略

７５ ４４ 省略 ７５ ４６ 省略

７６ ４４ 省略 ７６ ４６ 省略

７７ ４５ 省略 ７７ ４７ 省略

７８ ４５ 省略 ７８ ４７ 省略

７９ ４６ 省略 ７９ ４８ 省略

８０ ４６ 省略 ８０ ４８ 省略

８１ ４７ 省略 ８１ ４９ 省略

８２ ４７ 省略 ８２ ４９ 省略

８３ ４８ 省略 ８３ ４９ 省略

８４ ４８ 省略 ８４ ５０ 省略

８５ ４９ 省略 ８５ ５０ 省略

８６ ４９ 省略 ８６ ５０ 省略

８７ ５０ 省略 ８７ ５１ 省略

８８ ５０ 省略 ８８ ５１ 省略

８９ 省略 ８９ 省略

９０ ５１ 省略 ９０ ５２ 省略

９１～１５３ 省略 ９１～１５３ 省略

９ 省略 ９ 省略

平成１９年１２月２５日 発行
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